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      土地開発公社経営検討委員会の調査実施について 

 １０月４日開催の第２回委員会において、公社問題の実態解明、将来の方向

性の検討のために、土地の取得経緯に関して職員を対象に別紙のとおり調査を

実施することとなりました。 



平成２２年１０月５日 

職員の皆さんへ 

  【ポータル用】 

                     奈良市長 仲 川 げ ん 

 

土地開発公社に関する調査協力について 

 

 このたび、本市は外部有識者による奈良市土地開発公社経営検討委員会（以

下「検討委員会」という。）を発足させました。 

土地開発公社の問題は、本市の行政課題の中でも市民が最も関心を持ってい

るものの一つであり、財政運営上大きなウエイトを占める「負の遺産」です。 

検討委員会においては、この問題について歴史的経過の中でしっかりと振り

返り、どこに問題があったのかを検証・評価するとともに、二度とこのような

事態を招かないためにはどうすれば良いかを、オープンな議論をする事を目的

としています。 

本市としては、失墜した市民の信頼を回復するとともに、今後、多額の税を

投じることへの理解を得るためにも、全庁をあげて実態の解明と新しいガバナ

ンスの確保に全力を尽くす責任があります。 

そこで、下記不動産の取得経緯等に関して、職員の皆さんから積極的な情報

提供をお願いしたいと思います。なお、本調査の目的はあくまでも法的責任の

追及ではなく、問題の本質を把握することにありますので、協力者の秘密は厳

守し、不利益な取扱いをしないことをお約束します。 

過去をしっかりと清算し、新たな市政運営に乗り出すためにも、職員の皆さ

んの積極的な協力を是非お願いします。 

なお、並行して調査対象の事案ごとに、別途関係職員（元職員を含む）に個

別に協力依頼を行っていることを申し添えます。 

 

記 

 

１．情報受理期間 

 平成 22 年 10 月 5 日（火）～10 月 26 日（火） 

 

２．情報提供様式 

 別紙様式に、ご記入ください。 

 

３．調査対象不動産（事案） 

 次ページに記載しています。 

 

 

 



 

事   業  名 番号 

JR 奈良駅周辺整備事業   

 JR 奈良駅周辺地区駐車場整備事業 1 

 複合公共施設事業 2 

JR 奈良駅南特定土地区画整理事業 3 

JR 奈良駅付近連続立体交差事業   

 JR 奈良駅付近連続立体交差事業 4 

 消防施設建設事業(用途変更) 5 

中ノ川造成事業 6 

公園建設事業   

 西ふれあい広場建設事業 7 

 公園建設事業(奈良阪町) 8 

ならまち整備事業   

 ならまち振興館整備事業 (国際交流センター建設事業から用途変更) 
9 

 ならまち振興館駐車場建設事業(国際交流センター建設事業から用途変更)

 ならまちセンター駐車場拡張事業 10 

 ならまち駐車場建設事業 11 

文化施設整備事業   

 史跡文化センター駐車場事業 12 

 文化振興施設整備事業(手貝町) 13 

体育施設整備事業 14 

 

 

 

 



別記 

            調査の運用要領 

１ 受付窓口を外部専門家とします。 

  情報提供の受付の窓口を検討委員会から選任された外部専門家とし、受付

の際には、協力者の秘密を厳守します。 

 

２ 協力者に関する情報は、外部専門家のみが共有します。 

  提供された情報のうち、協力者に関する情報については、匿名性確保のた

め、外部専門家のみが共有し、奈良市への開示は一切行いません。 

 

３ 聞き取り調査に協力いただける方は外部専門家が対応します。 

  提供された情報に関する事実関係の調査は、協力者が特定されない調査方

法により、検討委員会委員ら外部専門家により構成されるワーキンググルー

プが行い、市職員は聞き取り調査その他の調査活動に同席その他の関与はし

ません。また、調査においては、協力者及び関係者のプライバシー等に配慮

して市庁舎外にて調査を実施します。 

 

４ 協力者に対する不利益な取扱いはしません。 

  本件に関する情報提供をしたことを理由として、協力者に対し、奈良市と

して、不利益な取扱いを一切しません。 

 

５ 処理終了後の協力者の保護状況をモニタリングします。 

  処理完了後であっても、外部専門家において、協力者に対する不利益取扱

い等の有無についても随時確認し、問題が判明した際には、その不利益取扱

いに対する是正措置を勧告することとします。 

 

 

 

 

 

 

 【情報受付窓口】 

弁護士 出 水  順 

    〒530-0047 大阪市北区西天満４丁目 7-1 

北ビル 1号館 204 号室 

北総合法律事務所 

        FAX 番号：０６－６３６５－７２４８ 

        E-mail  demizu@kita-law.com 

 

弁護士 山 形 康 郎 

    〒541-0041 大阪市中央区北浜２丁目５－２３ 

小寺プラザ１２階 

弁護士法人関西法律特許事務所 

        FAX 番号：０６－６２３１－３３７７ 

E-mail yamagata@kansai-lp.com 



所属 ※　匿名による情報提供も可能です

氏名

情報提供の内容

あて先 

不動産の取得経緯等に関する情報提供用紙 【市職員用】

【情報提供受付窓口1】
〒530-0047
大阪市北区西天満４丁目7-1
北ビル1号館204号室
北総合法律事務所
弁護士　出水 順
FAX番号：06‐6365‐7248
E-mail  demizu@kita-law.com

※　氏名、住所等の個人情報
　は、本件に係る情報としての
　み利用し、他への使用は一
　切いたしません。

【情報提供受付窓口2】
〒541-0041
大阪市中央区北浜２丁目５－２３
小寺プラザ１２階
弁護士法人関西法律特許事務所
弁護士　山形　康郎
FAX番号：06‐6231-3377
E-mail　yamagata@kansai-
lp.com


